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警  備  業  

 
業 者 数 は 警 備 業 法 が 施 行 さ れ た 昭 和 4 7 年 1 1 月 か ら

3 0 年 間 に 1 1 . 8 倍 、警 備 員 総 数 は 1 1 . 2 倍 に 成 長 す る な

ど 、 順 調 に 拡 大 し て き た 。  

大 阪 の 警 備 業 界 は 、 全 国 第 2 位 の 事 業 所 数 を 有 し て

い る が 、 競 争 も 激 し い 。 こ の た め 、 コ ス ト ダ ウ ン に 向

け た 努 力 の 一 方 、 複 合 サ ー ビ ス 展 開 等 に よ る 高 付 加 価

値 化 を 図 る 動 き が み ら れ る 。 ま た 、 同 業 者 間 連 携 や 、

地 域 社 会 等 と の 連 携 に よ る ビ ジ ネ ス モ デ ル 開 発 の 取

組 も 、 業 界 団 体 を 中 心 に 積 極 的 に 進 め ら れ て い る 。  

今 後 の 見 通 し は 、 駐 車 違 反 取 締 業 務 の 民 間 委 託 が 来

年 度 に 予 定 さ れ る 等 、 需 要 増 加 要 因 も あ り 、 今 後 も 一

定 の 成 長 が 見 込 ま れ る 。  

業 界 の 概 要   

警 備 業 は 、大 き く 4 つ の 業 務 、す な わ ち 施 設 警 備（ 1

号 業 務 〔 警 備 業 法 第 2 条 第 1 項 に 定 め る 業 務 、 以 下 同

じ 〕）、雑 踏 警 備（ 2 号 業 務 ）、運 搬 警 備（ 3 号 業 務 ）、身

辺 警 備 （ 4 号 業 務 ） に 分 け ら れ る 。  

施 設 警 備 は ビ ル や 住 宅 、 空 港 等 を 対 象 に 常 駐 ・ 機 械

に よ っ て 警 備 を 行 う も の で 、 雑 踏 警 備 に は 交 通 誘 導 を

含 む 。 ま た 、 運 搬 警 備 は 現 金 等 の 貴 重 品 、 核 燃 料 物 質

等 の 危 険 物 の 運 搬 を 行 う も の で 、 身 辺 警 備 は 緊 急 通 報

サ ー ビ ス や ボ デ ィ ガ ー ド 等 で あ る 。 近 年 、 凶 悪 事 件 の

多 発 、 街 頭 犯 罪 や 侵 入 犯 罪 の 急 増 等 で 、 警 備 業 に 対 す

る 期 待 が 高 ま っ て い る 。  

小 規 模 業 者 が 多 く 新 規 参 入 ・ 撤 退 が 多 い  

当 業 界 は 小 規 模 な 業 者 が 多 い こ と が 特 徴 で 、 警 備 員

数 5 人 以 下 の 業 者 が 全 体 の 2 5 . 2 %、 5 0 人 未 満 の 業 者 で

は 7 8 . 6 %（ 警 察 庁 『 平 成 1 5 年 警 備 業 の 概 況 』） に の ぼ
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る 。 従 来 、 警 備 業 の 開 業 は 届 出 義 務 は あ る も の の 少 額

の 資 本 で 比 較 的 容 易 に で き 、 新 規 参 入 ・ 事 業 撤 退 の 動

き が 活 発 で あ っ た 。 し か し 、 業 界 全 体 の 質 的 向 上 を 図

る た め 、 警 備 業 法 が 改 正 さ れ 、 重 要 な 警 備 業 務 に 検 定

合 格 者 の 配 置 が 義 務 付 け ら れ た こ と に よ り 、 新 規 参

入 ・ 事 業 継 続 の 要 件 は 厳 し く な っ て き て い る 。  

大 阪 の 地 位 ・ 特 徴  

警 察 庁 の『 平 成 1 5 年 警 備 業 の 概 況 』に よ る と 、全 国

の 警 備 業 者 数 は 平 成 1 5 年 末 現 在 で 9 , 1 3 1 業 者 で あ る 。

1 2 年 ま で は 増 加 を 続 け 、1 3 年 以 降 若 干 減 少 傾 向 に 入 っ

て い る 。 大 手 警 備 業 者 の 本 社 は 東 京 に 多 い が 、 各 都 道

府 県 警 備 業 協 会 の 加 盟 員 数 を 比 較 す る と 、 大 阪 府 は 東

京 都 に 次 い で 第 2 位 の 地 位 に あ る 。（ 社 ）大 阪 府 警 備 業

協 会 の 加 盟 業 者 数 は 5 2 1 社 （ 平 成 1 7 年 4 月 現 在 ） で 、

非 加 盟 業 者 も ほ ぼ 同 数 あ る た め 、 全 国 の 1 割 以 上 を 占

め る と 見 込 ま れ る 。  

ま た 警 備 員 総 数 （ 全 国 ） は 、 4 5 9 , 3 0 5 人 で あ る 。 1 4

年 に い っ た ん 減 少 し た が 、1 5 年 に は 再 び 増 加 に 転 じ て

い る 。同 協 会 に よ る と 、平 成 1 6 年 の 大 阪 府 の 警 備 業 者

数 （ 非 加 盟 含 む ） は 若 干 減 少 し て は い る が 、 警 備 員 総

数 は 増 加 し て い る と の こ と で あ る 。  

警 備 に 対 す る ニ ー ズ は 大 き い  

売 上 高 （ 全 国 ） は 増 加 が 続 い て お り 、 1 5 年 末 に は 3

兆 2 2 2 2 億 4 6 百 万 円（ 警 察 庁『 平 成 1 5 年 警 備 業 の 概 況 』）

に 達 し た 。 大 阪 府 に つ い て は 、 後 述 す る よ う に 業 務 内

容 に よ っ て 差 は あ る が 、 全 国 の 傾 向 等 か ら 少 な く と も

前 年 水 準 を 維 持 し て い る も の と 推 測 さ れ る 。  

警 備 対 象 は 事 業 所 や 住 宅 の 密 集 す る 大 都 市 に 集 中 し

て 存 在 す る た め 、 大 阪 府 に お い て も 多 様 な 業 務 が 存 在

し て い る 。 こ と に 大 阪 府 の 刑 法 犯 の 発 生 件 数 は 減 少 傾
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向 に あ る と は い え 、全 国 の 1 割 を 占 め 、人 口 1 0 万 人 当

た り の 発 生 件 数 は 全 国 ト ッ プ で あ る こ と か ら 、 大 阪 府

民 の 防 犯 に 対 す る 意 識 は 高 い 。1 6 年 に 大 阪 府 が 行 っ た

意 識 調 査 で も 、「 府 政 に つ い て 特 に 力 を 入 れ て 取 り 組 ん

で ほ し い こ と 」の 第 1 位 に「 安 全 な ま ち づ く り（ 防 犯 ）」

（ 6 2 . 4％ 、 複 数 回 答 ） が あ げ ら れ て い る 。 こ う し た こ

と か ら 、 大 阪 府 に お け る 警 備 に 対 す る ニ ー ズ は 、 他 府

県 に 比 べ て も 大 き い と 考 え ら れ る 。  

同 協 会 に よ る と 、 大 阪 で 警 備 業 者 か ら の 通 報 に よ っ

て 検 挙 に つ な が っ た 1 6 年 中 の 事 件 は 、 1 5 年 に 比 べ て

2 5％ 増 加 し て お り 、 警 備 業 務 の 有 効 性 が 高 ま っ て い る

と い え る 。  

採 算 は 厳 し い  

業 務 別 に は 公 共 工 事 の 減 少 等 の 影 響 で 、 交 通 誘 導 や

雑 踏 警 備 （ 2 号 業 務 ） の 需 要 が 減 少 し 、 顧 客 側 に 価 格

決 定 権 を 握 ら れ 、 受 注 単 価 が 低 い た め に 、 厳 し い 経 営

を 余 儀 な く さ れ て い る 場 合 が 少 な く な い 。 ま た 、 労 働

条 件 の 厳 し さ か ら 優 秀 な 人 材 の 確 保 も 難 し い な ど 、 厳

し い 状 況 に あ る 。  

そ の よ う な 中 で 、 大 規 模 な 小 売 店 舗 の オ ー プ ン が 相

次 ぐ 状 況 を ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス と と ら え 、 複 数 の 中 堅 業

者 が 協 同 組 合 を 結 成 し 、 共 同 受 注 す る こ と で 大 手 業 者

と 対 抗 す る 動 き も あ る 。  

設 備 投 資 は 機 械 警 備 を 中 心 に 増 加  

機 械 設 備 に 対 す る 投 資 は 顧 客 の 側 が 負 担 す る 場 合 が

多 く 、 警 備 業 者 と し て は 基 地 局 の 設 置 や 巡 回 車 の 配 置

等 が 主 な 内 容 と な る 。 警 備 業 法 等 で 、 機 械 警 備 業 者 に

対 し て は 、異 常 事 態 発 生 信 号 受 信 の 際 、 2 5 分 以 内 に 現

場 へ 到 着 し な け れ ば な ら な い 旨 の 定 め が あ り 、 顧 客 の

増 加 に あ わ せ 、 法 令 の 要 件 に 合 う 即 応 体 制 維 持 の た め
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の 設 備 投 資 は 不 可 欠 と な っ て い る 。 大 規 模 業 者 で は 、

新 た な 機 器 の 開 発 を 機 械 メ ー カ ー と 共 同 で 行 う 等 の 動

き も み ら れ る 。  

 雇 用 は 増 加  

 雇 用 に つ い て は 、 業 者 数 の 伸 び 悩 み 傾 向 に 反 し て 警

備 員 総 数 は 増 加 を 続 け て お り 、 今 後 も 雇 用 は あ る 程 度

増 加 が 見 込 ま れ る 。 た だ 、 警 備 員 の 賃 金 水 準 は 他 の 職

種 に 比 べ て 低 く 、 定 着 率 も 低 い こ と か ら 、 高 年 齢 の 従

事 者 に 依 存 す る 傾 向 も 強 い 。 若 手 の 優 秀 な 人 材 の 確 保

の た め に 、 受 注 単 価 の ア ッ プ が 業 界 の 課 題 と な っ て い

る 。  

少 子 高 齢 化 の 影 響 で 、 今 後 ま す ま す 人 手 不 足 の 傾 向

が 危 惧 さ れ る こ と や 、 コ ス ト ダ ウ ン の 観 点 か ら も 警 備

の 機 械 化 に は 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る 。  

し か し 、 セ ン サ ー が 動 物 や 強 風 に 反 応 し た り 、 入 室

の 際 に 解 除 し 忘 れ る 等 の 操 作 ミ ス に よ る 誤 報 率 の 高 さ

等 、 機 械 警 備 に は 問 題 点 が あ る 。 こ れ ら は 最 終 的 に 人

が カ バ ー し な け れ ば な ら な い こ と か ら 、 人 材 の 確 保 が

必 要 で あ る 。 さ ら に 検 定 合 格 等 に よ る 能 力 向 上 も 、 今

後 の 必 須 課 題 で あ る 。  

事 業 の 継 承 は 進 む  

警 備 業 の 歴 史 は 比 較 的 新 し い が 、 事 業 継 承 に つ い て

は 、早 い 時 期（ 昭 和 4 0 年 代 ）に 創 業 し た 業 者 を 中 心 に 、

経 営 者 の 代 替 わ り が 進 ん で い る 。 2 代 目 経 営 者 の 会 も

あ り 、 業 界 と し て 後 継 者 の 育 成 に も 熱 心 に 取 り 組 ん で

い る 。  

今 後 の 見 通 し  

最 近 の ピ ッ キ ン グ や 通 り 魔 的 犯 罪 の 増 加 、 犯 罪 手 口

の 巧 妙 化 ・ 凶 悪 化 等 も 重 な っ て 、 一 般 生 活 者 の ホ ー ム

セ キ ュ リ テ ィ に 対 す る 関 心 が 高 ま っ て き て い る 。 こ れ
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に 対 し 、 サ ー ビ ス 内 容 や セ ン サ ー 設 置 数 を 絞 り 込 む こ

と で 、月 額 料 金 を 5 , 0 0 0 円 以 下 に 抑 え た も の が 出 始 め 、

一 気 に ユ ー ザ ー の 裾 野 が 広 が る 気 配 を 見 せ て い る 。  

一 方 、 ホ ー ム セ キ ュ リ テ ィ に 家 族 の 病 歴 を 組 み 込 ん

で 救 急 対 応 を 図 り 、 介 護 施 設 と 提 携 し て 初 期 対 応 を 依

頼 す る 等 の 、 複 合 的 な サ ー ビ ス を 展 開 す る 例 や 、 老 人

ホ ー ム の 警 備 で 培 っ た 経 験 か ら 、 福 祉 事 業 に 進 出 す る

例 も み ら れ る 。  

ま た 、1 8 年 度 に は 駐 車 違 反 の 取 締 り の 民 間 委 託 化 が

予 定 さ れ て い る こ と も 、 警 備 業 に 対 す る 需 要 拡 大 要 因

と し て あ げ ら れ る 。  

さ ら に 、 官 民 あ わ せ て 生 活 安 全 ま ち づ く り に つ い て

の 取 組 も 進 め ら れ て い る 。 各 地 で タ ウ ン セ キ ュ リ テ ィ

の 社 会 実 験 が 行 わ れ る 等 、他 業 種 や 地 域 住 民 、Ｎ Ｐ Ｏ 、

自 治 体 等 と 連 携 し て 、 個 別 の 住 宅 警 備 を 超 え た 新 た な

ビ ジ ネ ス モ デ ル が 生 ま れ る 素 地 が で き つ つ あ る 。 た だ

し 、 こ う し た 新 た な 取 組 が で き る の は あ る 程 度 の 規 模

を 持 っ た 業 者 に 限 ら れ 、 中 小 の 業 者 間 で は 、 厳 し い 競

争 に さ ら さ れ 、 転 廃 業 が 進 む こ と も 考 え ら れ る 。  

（ 担 当 ： 北 出 芳 久 ）  
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区分　年次 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
警備業者数 8,669 9,122 9,350 9,722 9,900 9,452 9,463 9,131
前年比 － 5.2 2.5 4.0 1.8 -4.5 0.1 -3.5

警備員総数 377,140 392,624 401,011 406,109 422,851 446,703 436,810 459,305
前年比 － 4.1 2.1 1.3 4.1 5.6 -2.2 5.1

売上高総額 19,397 22,018 23,991 24,685 24,461 25,693 27,498 32,222
前年比 － 13.5 9.0 2.9 -0.9 5.0 7.0 17.2

都道府県名 東京 大阪 北海道 愛知 神奈川 兵庫 福岡 埼玉
加盟員数 897 540 417 407 360 360 252 247

表１　警備業の推移

表2　都道府県別警備業協会加盟員数（上位8位まで）

深澤賢治『警備保障のすべて』第3版、東洋経済新報社(2003)、91-92頁

（平成14年5月現在、単位：社）

資料：警察庁生活安全局『警備業の概況』

（単位：社、人、億円）

 

 


